
南海トラフ地震防災対策推進基本計画の決定等（平成 26.3.27） 

１ 基本計画の概要 

（１）基本計画 

法第４条により以下の内容について国の基本的方針について定めるもの 
・地震防災対策の推進及び基本的な施策 
・施策の具体的な目標及びその達成期間 
・南海トラフ地震が発生した場合の災害応急対策 
 

（２）減災目標 今後１０年間で南海トラフ地震で想定される被害を大幅に減少させる 

 
現在の被害想定 
（最大のケース） 

減災目標 

死 者 数 約３３万２千人 概ね８割減 

建築物の全壊棟数 約２５０万棟 概ね５割減 

 

（３）主な具体目標 

 目標 実績値 

住宅の耐震化率 
９０％（Ｈ２７） 

９５％（Ｈ３２） 
７９％（Ｈ２０） 

多数の者が利用する 

建築物の耐震化率 
９０％（Ｈ２７） ８０％（Ｈ２０） 

地方公共団体(※)の 

業務継続計画策定率 
１００％（Ｈ３５） 

市町村 １３％（Ｈ２５） 

都道府県６０％（Ｈ２５） 

※推進地域に指定された都府県・市町村 

２ 府内の推進地域 

＜震度６弱以上の揺れが想定される地域（１８団体）＞ 

 

 

※ 従来の東南海・南海地震防災対策推進地域に亀岡市、南丹市が追加 

３ 府の今後の対応 

①「東南海・南海地震防災対策推進計画」を改正し、「南海トラフ地震防災対策推

進計画」を策定 

② 耐震化率等の具体目標については「京都府戦略的地震防災対策推進プラン」を見

直しの中で反映 

京都市、宇治市、亀岡市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、南
丹市、木津川市、大山崎町、久御山町、井手町、宇治田原町、笠置町、和束町、
精華町及び南山城村 
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